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発行日 令和５年２月２７日 

                  那覇市 経済観光部 なはまち振興課 発行  

 

 

 

 
 第一牧志公設市場の再整備（仮設市場から新市場への移転）に伴い、内装工事や引越しに

ついての留意事項やお知らせ等を共有します。 

 

１．（専門業者への依頼）内装工事・引越しに伴う大型荷物の搬入について               
以下の①～③について、大型荷物（厨房設備や冷蔵・冷凍機器等）の搬入を行う専門業

者へ共有（かわら版末尾添付資料の共有）をお願いします。 

 

① 大型荷物（厨房設備や冷蔵・冷凍機器）の搬入日程について 

集中して引越し作業を行うことによる新市場場内の混雑を避け、スムーズに引越し作業

を行っていただく為に、専門業者による車両を横づけした大型荷物の搬入については、

「市場事業者部門別引越しスケジュール（案）」の割当表をもとに作業を行うように搬入

業者へ依頼してください。 

 
画像：部門毎作業割当表 

 

※かわら版末尾添付資料：資料 1「市場事業者部門別引越しスケジュール（案）」 

 

② 内装工事・引越しに伴う荷下ろし時の車両の一時駐車について 

車両を横づけし、荷下ろしを行う際は、車両の一時駐車に伴う「道路使用許可申請書」

の那覇警察署への提出が必要です。また、新市場の荷下ろしスペースとして設定してい

る「松尾東線」と「松尾 19 号線」については、歩行者専用道路となっているため、あ

わせて「通行禁止道路通行許可申請書」も那覇警察署へ提出が必要となります。なお、

申請は、遅くとも使用日時の 2 週間前までに行ってください。 

 

※かわら版末尾添付資料：資料 2「内装工事・引越しに伴う荷下ろし時の車両の一時駐車

についての留意事項」 
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③ 新市場場内への搬入経路について 

出入口が集中しないように、部門毎に、各部門のエリアの近い位置に優先の出入口を設

定しています。「別紙：荷下ろしスペース・搬入経路（案）」を参考に活用ください。 

※状況を見て、使用が可能であれば、他部門の出入口を利用いただいて構いません。 

 

※かわら版末尾添付資料：【別紙：荷下ろしスペース・搬入経路（案）】 

 

２．引越し期間における「郵便物お受取りカード」申請について                   

新市場へ引越しの期間中（3/5～3/18）における郵便物について、郵便局では、那覇中央

郵便局 ゆうゆう窓口での郵便物の受取を案内しています。那覇中央郵便局で受け取りを

希望される方は、「郵便物お受取りカード申請書」に必要事項を記入いただき、仮設市場

２階管理事務所に提出してください。 

また、3/20（月）からの郵便物の配達については、公設市場の住所変更に伴い、全事業者

からの転居届の提出が必要となりますので、3/10（金）までに必要事項を記入いただき、

本人確認書類（運転免許証等）の写しを添付の上、専用封筒にてポストに投函ください。

なお、郵便局およびインターネットからも申し込みができます。 

※「郵便物お受取りカード申請書」・「転居届」・「専用封筒」は市場事業者組合へ配布済 

 

 
画像：（左）「新市場への移転期間及び移転後の郵便物の取り扱いについて」 

（右）「郵便物お受取りカード申請書」 

 

・提出期限：令和 5 年 2 月 28 日（火） 

・提出場所：仮設市場 2 階管理事務所 専用投函ボックス 

・カード交付日：令和 5 年 3 月 2 日（木） 
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３．保健所検査時における留意事項について                 
3/13（月）～3/15（水）に実施する、保健所検査への質問等について、市場事業者に共

通する内容であるため、留意事項として共有します。 

 

① 食品衛生法上における基準設備が設置され、水道の使用ができるようにしてくださ

い。 

 

② 検査時における販売商品（水槽内の魚等）の設置は可能です。引越しのために廃棄す

る必要はありません。 

 

③ 検査時、保健所では、小間内に設置している冷凍・冷蔵機器（食品衛生法上、設備の

設置が必要であるもの）の保存時の冷却温度の確認を行います。前日には機器を稼働

させ、保存時の冷却温度が確認できるようにしてください。 

（冷蔵庫は 10℃以下、冷蔵庫はマイナス 15℃以下） 

 

④ 手洗い器には、手洗い石鹸、ペーパータオル、消毒用アルコールの 3 点を設置して

ください。 

 

４．デジタルサイネージの移設スケジュールについて             
デジタルサイネージの移設日程について、以下のとおり実施します。 

 

●仮設市場デジタルサイネージの撤去：令和 5 年 2 月 28（火）8 時～17 時 

●新市場へのデジタルサイネージ移設：令和 5 年 3 月 2 日（木）8 時～17 時 

 

５．新規入居店舗のご紹介                         
新市場より新たに入居する 9 店舗が決定しましたので、ご紹介します。 

 

ご意見をお寄せください。 那覇市 経済観光部 なはまち振興課 

第一牧志公設市場建設室 TEL：098-863-1750（直通） 

 


